
【日 時】 1月10日(水)、22日(月)
10:00～12:00

【会 場】 公民館 体育室
【定 員】 各日30人程度
【参加費】 無料
【持ち物】 体育館履き、タオル、飲み物
【申込み】 不要（直接お越しください。）

厚木市立睦合西公民館

厚木市及川667番地

TEL 046-243-5355

FAX 046-243-5331

令和５年12月15日 ☆第３５０号☆

公民館の体育室で、集まった仲間と気楽に
卓球やファミリーバドミントンなどのスポー
ツを楽しみませんか。

年末…12月29日(金) もえるごみ
年始…１月４日(木) 紙類・布類・

プラスチック製容器包装・
製品プラスチック

睦合西地区は思いやり運転地区で
す。みんなで交通ルール・マナーを
守りましょう。

ごみ・資源の収集

令和５年度睦合西地区地域福祉推進事業広報
（ささえあい No.55号）

《子育てサロンぽっぽちゃん》

子育てサロンぽっぽちゃんは、就学前の

お子さんと保護者のための遊びの場です。

お子さんを遊ばせる安全なスペース、育児

の気分転換・友達づくり・赤ちゃんの外出

デビューの場として、どなたでもご参加い

ただけます。

【日 時】 １月５日(金) 10:00～11:30
【内 容】 おもちゃ遊び、折り紙工作
【会 場】 公民館 集会室
【対 象】 未就学児とその保護者
【参加費】 無料 【申込み】 不要
【問合せ】 公民館 ☎ 243-5355
※２月・３月の「ぽっぽちゃん」は、２月２日（金）・
３月１日（金）の10:00からの開催を予定しています。

12月 １月

29日(金) 30日(土) 31日(日) １日(月・祝) ２日(火) ３日(水)

貸館 休 休 休 休 休 休

諸証明
発行等

休 休 休 休 休 休

図書室 休 休 休 休 休 休

電気
自動車

休 休 休 休 休 休

年末年始の公民館休館について ご協力よろしくお願いします。

重大な事故に直結する悪質・危険な飲酒運

転がいまだに後を絶ちません。飲酒運転は運

転者本人だけではなく、お酒を提供した人、

同乗した人も厳しく罰せられます。

「このくらいのお酒の量なら

大丈夫」という過信は禁物です。

運転する人も周りの人も強い

意志を持ち、みんなで飲酒運転を

根絶しましょう。

コミュニティづくり推進委員会主催募集
ふらっとスポーツ



令和５年12月15日 ☆睦 合 西 公 民 館 だ よ り☆ 第３５０号☆

文書運搬員（会計年度任用職員）

市庁舎から小・中学校、保育所等への文書の運搬業務や、
小・中学校における除草作業などを行う職員を募集します。

【対 象】 普通運転免許証を有し、心身ともに健康で
熱意のある方。

【勤務時間】 原則、午前８時30分から午後４時まで
（うち１時間休憩）。週２日程度。

【任 期】 任用開始日から３月31日まで
※最長１年。継続雇用有り

【給 与】 時間額1,137円（地域手当込み。月末締め
翌月21日支給）
※条件により通勤手当有り

【申 込 み】 面接を行いますので、事前に電話連絡して
ください。

【問 合 せ】 教育総務課（第二庁舎５階）
☎ 225-2600

～スクール・サポート・スタッフ

（神奈川県会計年度任用職員）～

市立小・中学校で勤務するスクール・サポート・スタッフ
を募集します。
【職務内容】 授業準備、学習プリント等の印刷・配布準備、

校舎内の清掃等
【任用期間】 令和６年４月から令和７年３月末

（原則、夏季等休業期間中を除く）
【勤務条件】 週19時間以内

（週３～５日、１日３～５時間程度）
【報 酬 等】 時給1,113円

（通勤距離に応じて通勤手当を支給）
【そ の 他】 応募の際に面接を行いますので、事前に

電話でお問い合わせください。
【問 合 せ】 教育指導課

☎ 225-2675

緊急地震速報システム
点検のお知らせ

緊急地震速報受信システムの点検を次のとおり実施
します。
点検当日は、試験であることを放送した上で警報等
の音声が流れますので、ご承知おきください。

【点検場所】 市立小・中学校（36校）
【点 検 日】 緊急地震速報受信システム

令和６年１月５日（金）９時頃
【問 合 せ】 教育施設課学校管理係

☎ 225-2501

≪家庭教育情報提供事業講演会≫

幼児期からおうちで伝える生と性

“性のおはなし”と聞いて、どんなイメージを持たれます
か？“性＝心が生まれる”とっても大事なお話です。
素直に聞いてくれる幼児期こそ、性教育を始めるチャン
スです！在川先生は、４児の母でもあり、NHKのあさイチ
にご出演、新聞雑誌などメディアを含め多方面でご活躍で
す。ぜひ、愛情いっぱいの先生のお話を聞きにきません
か。
【日 時】 令和６年１月19日（金）午前10時から正午まで
【場 所】 あつぎ市民交流プラザ（アミューあつぎ）７階

ミュージックルーム１
【対 象】 市内在住の幼児を養育する保護者等
【講 師】 在川(ざいかわ) 有美子(ゆみこ) 氏（看護師、

助産師）
【申込み】 令和６年１月９日（火）までに、申し込み用

二次元コードを読み取って、厚木市電子申請
システムからお申込みください。

【託 児】 託児が必要な場合は、12月22日（金）までに
社会教育課へ電話でお申し込みください。
（先着10名、満１歳から小学３年生まで）

【問合せ】 社会教育課 〒243-8511
厚木市中町3-17-17
☎ 225-2511 Fax 223-0044
メール8600＠city.atsugi.kanagawa.jp

＜厚木市賃貸住宅あんしん保証制度補助金＞

あんしん住まい見守りサービス

安否確認と費用補償がセットになっているので、居住者

だけでなく、オーナーさんや不動産店も安心

【対象者】 ・厚木市に住民登録のある満65歳以上の方
・民間賃貸住宅に一人で居住、又はこれから
入居する方

【サービスの内容】
・週２回電話による安否確認
・居室内で死亡時に最大100万円までの費用
補償（遺品整理や原状回復費用）

【利用料】 ※初回登録料を市が補助します。

【利用申込み・申請手続】
不動産店で見守りサービスの申込みと補助金の申請
手続き
※サービスが利用できる協力不動産店は市ホーム
ページから確認できます。

※現在民間賃貸住宅にお住まいの方で、契約して
いる不動産店が協力不動産店でない場合は、
住宅課までご相談ください。

【問合せ】 住宅課住宅政策係
☎ 225-2330 Fax 224-0621

コース 初回登録料 月額利用料
費用補償の
対象

スタン
ダード

10,000＋税 1,500円＋税
居室内で
死亡時


